


「養介護施設従事者等」の範囲は上記に示すとおりであり、介護保険施設等の入
所施設や介護保険居宅サービス事業者等、老人福祉法や介護保険法で規定され
ている高齢者向け福祉・介護サービスに従事する職員全てが対象となります。

1



事業者は、虐待防止のため、養介護施設従事者等への研修の実施、苦情処理体
制の整備、その他の高齢者虐待の防止等のための措置を講じてください。

養介護施設従事者等は、施設・事業所において虐待を受けたと思われる高齢者を
発見した場合は、速やかに、市町村に通報してください。

2



身体的虐待とは、高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加
えることをいいます。
具体的な例は上記のとおりです。

3



介護・世話の放棄・放任とは、高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の
放置、その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ることをいいます。
具体的な例は上記のとおりです。

4



心理的虐待とは、高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高
齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うことをいいます。
具体的な例は上記のとおりです。

5



心理的虐待の具体的な例の続きです。

6



性的虐待とは、高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな
行為をさせることをいいます。

経済的虐待とは、高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不
当に財産上の利益を得ることをいいます。

具体的な例は上記のとおりです。

7



発生の要因として多いのが「教育・知識・介護技術等に関する問題」です。

従業員が知識、技術等を得ることで、防げる虐待があることを組織的に考えていく
ことが重要です。

8



不適切ケアについては、同じような行為でも人によってとらえ方が違ったり、状況
によってはやむを得ないケースもあったりするなど、判断が非常に難しいです。

不適切なケアを放置しておくと高齢者虐待につながる可能性もあることから、常日
頃から職場環境の改善や職員のメンタルヘルスに配慮した対策を講じることが重
要です。

9



不適切ケアを改善・予防するためには、職員一人ひとりの意識改善のほか、事業
者において職場環境や組織体制の現状を把握し、必要に応じて見直し、対応を行
うことが重要です。

10



職場環境整備の一例、ストレスの要因となる一例を挙げます。

このほかにも様々な要因があると考えられますが、これらを参考に検討、対策等
を行ってください。

11



定期的なチェックリストの実施は虐待防止対策として有効な手段ですので、「不適
切なケア」の早期発見のために、職員一人一人が定期的に確認し、意識づくりを
心がけてください。

12



研修のポイントを挙げます。

研修は管理者も含め、施設等の従業員全員が実施してください。

特に不適切なケアから虐待につながるケースが散見されるため、②④などは重要
です。

また、せっかく実施した研修の内容を従業員が習得していないと効果がありませ
んので、⑤についても対応してください。

13



施設等において、従事者等による虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合、
第一報として介護保険課へ「電話」で連絡してください。（その後、事故報告書を提
出してください。）

通報、報告を受けた市は、虐待を受けた高齢者の安全や事実等の確認を行いま
す。

第三者等から市に対し虐待と思われる通報があった場合は、その内容に基づき事
業所等へ任意の調査を求めることがあります。

14



養介護施設従事者等は、「高齢者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、
高齢者虐待の早期発見に努めなければならない」とされています（法第５条第１
項）。

高齢者虐待防止に取り組んでいく上で、従事者の皆さんが、いち早く高齢者虐待
のサインに気づき、早期に対応することが重要です。

養介護施設・事業者は、従業者に対し、虐待発見時の通報義務、連絡先等の周
知を行い、高齢者虐待の未然防止、早期発見、早期対応に努めてください。
通報先・相談先は上記のとおりです。

なお、施設・事業所における虐待防止の対応に当たっては、「高齢者虐待防止マ
ニュアル 改訂版」（令和３年１０月青森市）等を活用してください。
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